令和７年度 海外市場開拓・展開支援事業（中東市場における京都産品の
プロモーション及びマーケティングリサーチ）参加事業者募集について

１　目　　的
京都府では、地理的優位性を活かした商業・運輸・物流のハブであり、東西の中継点として世界貿易の玄関口の役割を担う中東市場において、京都産品の消費者・バイヤー向けプロモーションやマーケティングリサーチを通じて、京都産品の新たなビジネスチャンスの拡大を図ることとしております。
ついては、この度、中東市場における京都産品のプロモーション及びマーケティングリサーチへの参加事業者を募集します。

２　事業概要
（1） 事業名：中東市場における京都府内産品のプロモーション及び
　　　　　マーケティングリサーチ
　（２）期　　間：①レセプションイベント（１日間）
　　　　　　　　　②テストマーケティング（７日間）
　　　　　　　　　③個別商談 2月末まで ※①に来場した輸入卸に対する商談
　（３）場　　所：中東（UAE）
　（４）主　　催：京都府産業振興課、京都産業21
　（５）内 　 容：現地バイヤー等を招いたレセプションや商談会の実施による販路開拓及び消費者向けマーケティングリサーチの実施
　（６）販売商品：京都府内産品（「京都×お茶」を軸に京都産品グループを形成）

３　募集内容
（１）応募資格
中東 市場への販路開拓に意欲のある京都府内に本社又は主たる営業所等を有する企業・団体・商社であること 。
（２） 募集事業者数
10 社程度（商品のみの出品）
　　　 ※応募多数の場合は、書面選考にて商品出品者を選定いたします。


４　出品条件
ア 日本から UAE に輸出可能な商品を出品できること 。
イ 本事業の趣旨に適した商品であること。（他府県の名産品等は不可）
ウ 出品目的が商談による取引先の発掘・継続取引であること。（プロモーション
や調査が主目的でないこと。）
エ 日本国及び現地の法令に違反しないこと。

５　対象品目
ア 京都府内で生産された産品であること。但し、UAE に輸出可能な商品であること。
イ 本テスト販売の実施場所であるカフェ等の物販エリアにおける、一般消費者向けの販売価格に適合する商品であること。

※注意点
【輸入禁止品目】
原料にアルコールや酒精、みりん、豚由来原料が使用されているもの 。
【輸入制限がある品目】
肉、家禽類あるいは動物性原材料が含まれる加工食品はハラール証明書が必須
食品添加物の規制が日本と異なりますのでご注意ください 。

６　費用負担
・商品の輸送にかかる費用（国内指定場所までの輸送費）
・商品サンプルにかかる費用 （商品出品のみの場合、サンプルは返却しません）
・栄養成分表示、植物検疫証明書等、輸出入・現地販売における各種法令を満たすために必要な検査費用等
・その他個別に発生する経費

７　今後のスケジュール（予定）
12月5日（金）：応募様式の提出〆切
12月12日（金）：参加事業者の決定
12月19日（金）： 指定フォーマットにて営業資料等の提出〆切
1月9日（金）：商品サンプルの納品(別途指定（国内）)
1月下旬～2月上旬： レセプション及びマーケティングリサーチ
８　申込方法
出品申込書（別添様式）に必要事項を記入の上、申込先まで、e-mailにてお申し込みください。


＜申込・問合せ先（事務局）＞
株式会社クロスリーチ 
Tel: 03-4213-4298  | Fax: 03-6625-0349
Email：matsushita@xreach-inc.com
